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令和 ５ 年 12 月 22 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ７４ 　号）

　　　　議　　　会
○石川県議会議員章規程 　１

　
石 川 県 議 会 議 員 章 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 五 年 十 二 月 二 十 二 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
石 川 県 議 会 議 長

　 　
焼

　 　
田

　 　
宏

　 　
明

　石 川 県 議 会 規 程 第 三 号

　 　 　
石 川 県 議 会 議 員 章 規 程

（ 着 用 ）

第 一 条

　
石 川 県 議 会 議 員 （ 以 下 「 議 員 」 と い う 。 ） は 、 そ の 身 分 を 表 示 す る た め 、 別 記 様 式 に よ る 石 川 県 議 会 議 員 章

（ 以 下 「 議 員 章 」 と い う 。 ） を 着 用 す る も の と す る 。

（ 交 付 ）

第 二 条

　
議 員 章 は 、 任 期 ご と に 、 議 員 一 人 に つ き 一 個 を 交 付 す る 。

（ 貸 与 等 の 禁 止 ）

第 三 条

　
議 員 章 は 、 他 人 に 貸 与 し 、 又 は 譲 渡 し て は な ら な い 。

（ 再 交 付 等 ）

第 四 条

　
議 員 が 議 員 章 を 紛 失 し 、 又 は 破 損 し た と き は 、 石 川 県 議 会 議 長 に 再 交 付 又 は 修 理 を 申 し 出 る も の と す る 。

２

　
前 項 に 規 定 す る 再 交 付 又 は 修 理 に 要 す る 費 用 は 、 当 該 議 員 が 負 担 す る も の と す る 。

（ 議 員 章 に 関 す る 事 務 ）

第 五 条

　
議 員 章 に 関 す る 事 務 は 、 議 会 事 務 局 に お い て 処 理 す る 。

　 　 　
附

　
則

（ 施 行 期 日 ）

１

　
こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 石 川 県 議 会 議 員 章 規 程 の 廃 止 ）

２

　
石 川 県 議 会 議 員 章 規 程 （ 昭 和 三 十 二 年 九 月 一 日 議 会 規 程 ） は 、 廃 止 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

３ 

　
こ の 規 程 の 施 行 の 日 に お い て 議 員 で あ る 者 に つ い て は 、 同 日 後 最 初 に 任 期 が 満 了 し 、 又 は 議 会 の 解 散 に よ り 任 期

が 終 了 す る 日 ま で の 間 、 第 二 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

４ 

　
附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 石 川 県 議 会 議 員 章 規 程 第 一 条 に 規 定 す る 議 員 章 の 取 扱 い に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。

別記様式
規格及び付属

　　
台
　

皿
　

直径18ミリメートル

　　　　　　
枠高4.4ミリメートル

　　　　　　
地質は金属とし､地色は金色とする｡

　　　　　　
裏面に 「石川県議会議員章 」及び 「選出年､番号 」を刻印する｡
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モール
　

紺色

　　
芯
　

部
　

直径６ミリメートル

　　　　　　
地質は金属とし､地色は金色とする｡

　　
止
　

笠
　

タイタック式ピン留め

　　
付
　

属
　

引環付本絹製網紐
　

紺色


